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「経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の

表示番号の指定等について」の廃止について

標記につきまして、国土交通省自動車局自動車情報課長、同貨物課長及び同整

備課長より別紙のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員

に周知願います。
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「経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の 

表示番号の指定等について」の廃止について 

 

 

 令和４年８月１５日付けで「建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び

基準を定める件」の一部が改正され、令和５年１月１日から「土砂等を運搬する大型自動

車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和４２年法律第１３１号）第３条第２

項に規定する表示番号の指定を受けた大型自動車に限らず、経営事項審査の対象とされる

こととなったため、下記通達について、令和５年１月１日付で廃止とする。 

 

記 

 

 平成３０年２月５日国自情第２２４号、国自貨第１４２号、国自整第２９８号「経営事

項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について」 
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国 自 情 第 ２ ２ ４ 号

国 自 貨 第 １ ４ ２ 号

国 自 整 第 ２ ９ ８ 号

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ５ 日

各地方運輸局

自動車技術安全部長 殿

自 動 車 交 通 部 長 殿

沖縄総合事務局 運 輸 部 長 殿

自 動 車 局

自動車情報課長

貨 物 課 長

整 備 課 長

経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の

表示番号の指定等について

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和４

２年法律第１３１号。以下「法」という。）に基づく届出及び表示番号の指定等につい

ては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の施

行に伴う届出、表示番号の指定、処分に係る事務の取扱いについて」（昭和４３年１月

１９日付け自貨第９号、自管第７号、自車第４７号。以下「取扱い通達」という。）に

より取り扱っているところであるが、平成２９年１２月２６日付けで「建設業法第二

十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」（平成２０年国土交

通省告示第８５号）の一部が改正され、法第３条第２項に規定する表示番号の指定を

受けた大型自動車（以下「営業用ダンプ車」という。）のうち、主として建設業の用途

に使用するものについて、平成３０年４月１日から経営事項審査の対象とされること

となったため、取扱い通達によるほか、下記のとおり取扱うこととする。

記

１．法第３条第２項に規定する表示番号指定の申請

建設業者が、主として建設業の用途に使用しようとする大型自動車を経営事項審
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査の対象とする場合において、法第３条第２項に規定する表示番号指定の申請をす

る場合には、次のとおり取扱うものとする。

（１）表示番号指定の申請

申請者は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別

措置法施行規則（昭和４２年運輸省令第８６号。以下「規則」という。）第５条第

１項に規定する表示番号指定申請書の（甲）紙の経営する事業の種類欄には「自

動車運送事業」及び「建設業」の箇所の両方に「○」を付するとともに、当該主

として建設業の用途に使用しようとする大型自動車に係る（乙）紙の上部余白に

は「建設業用」と記載し、運輸支局等（自動車検査登録事務所及び神戸運輸監理

部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）の輸送担当へ提出

するとともに、建設業許可証の写しを提示するものとする。

（２）表示番号の指定

運輸支局等の輸送担当は、（１）による申請に基づく表示番号の指定に当たって

は、指定する表示番号のうち、規則第６条第２号に規定する経営する事業の種類

を表示する文字及び記号については、自動車運送事業の届出がなされたものとし

て「○営 」とする。
（３）自動車検査証への記入

運輸支局等の登録担当は、（２）により表示番号を指定した営業用ダンプ車につ

いて、自動車検査証（以下「車検証」という。）において主として建設業の用途に

使用するものであることを明らかにするため、事業用自動車等連絡書等を確認の

上、表示番号のあとに「（建）」とＭＯＴＡＳに入力し、当該車検証の備考欄に記

載するものとする。

２．申請書の記載事項の変更届出

現に営業用ダンプ車を使用する者が、当該営業用ダンプ車のうち、主として建設

業の用途に使用している大型自動車を経営事項審査の対象とする場合には、当該営

業用ダンプ車について規則第５条第２項に規定する表示番号指定申請書の記載事項

（経営する事業の種類）に変更があったものとして、次のとおり取り扱うものとす

る。

（１）申請事項変更の届出

届出者は、規則第５条第２項に規定する申請事項変更届出書の（甲）紙の経営

する事業の種類欄に「自動車運送事業」及び「建設業」の箇所の両方に「○」を

付するとともに、当該主として建設業の用途に使用している大型自動車に係る

（乙）紙の上部余白には「建設業用」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出す

るとともに、車検証（原本）及び建設業許可証の写しを提示するものとする。

（２）表示番号の指定

（１）による届出に係る営業用ダンプ車については、すでに表示番号を指定し

ていることから、運輸支局等の輸送担当は新たな表示番号の指定は行わないもの

とする。
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（３）車検証への記入

運輸支局等の輸送担当は、（１）による届出がなされた営業用ダンプ車につい

て、車検証において主として建設業の用途に使用するものであることを明らかに

するため、当該営業用ダンプ車の車検証備考欄に、表示番号のあとに「（建）」と

手書きにより記入し、運輸支局等名小印を押印するものとする。

（４）ＭＯＴＡＳへの入力

運輸支局等の輸送担当は、（３）により車検証備考欄に「（建）」と記入した当日

分の車両のリストを作成し、運輸支局等の登録担当にＭＯＴＡＳへの入力を依頼

するものとする。

３．主として建設業の用途に使用する営業用ダンプ車を建設業の用途に使用しなくな

った場合の手続き

上記１．による表示番号指定の申請又は２．による申請事項変更の届出によって、

車検証に「（建）」と記載された営業用ダンプ車（以下「建設用営業用ダンプ車」と

いう。）を使用する者が、当該使用する建設用営業用ダンプ車の全部又は一部につい

て建設業の用途に使用しなくなった場合（建設業許可を失効させているかどうかを

問わない。以下同じ。）には、次のとおり取り扱うものとする。

（１）保有する建設用営業用ダンプ車の全部を建設業の用途に使用しなくなった場合

① 届出者は、規則第５条第２項に規定する申請事項変更届出書の（甲）紙の経営

する事業の種類欄の「自動車運送事業」のみに「○」を付するとともに、当該建

設業の用途に使用しなくなった建設用営業用ダンプ車に係る（乙）紙の上部余白

に「建設業用廃止」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出するとともに、車検

証（原本）を提示する。

② 運輸支局等の輸送担当は、①により（乙）紙の上部余白に「建設業用廃止」と

記載された届出がなされた場合、当該届出に係る営業用ダンプ車の車検証備考欄

に記載されている「（建）」を手書きにより二重線にて消去し、運輸支局等名小印

を押印するものとする。

（２）保有する建設用営業用ダンプ車の一部を建設業の用途に使用しなくなった場合

① 届出者は、規則第５条第２項に規定する申請事項変更届出書の（乙）紙の上部

余白に「建設業用廃止」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出するとともに、

車検証（原本）を提示する。

② 運輸支局等の輸送担当は、①により（乙）紙の上部余白に「建設業用廃止」と

記載された届出がなされた場合、当該届出に係る営業用ダンプ車の車検証におい

て、備考欄に記載されている「（建）」を手書きにより二重線にて消去し、運輸支

局等名小印を押印するものとする。

（３）ＭＯＴＡＳへの入力

運輸支局等の輸送担当は、（１）及び（２）により車検証備考欄に記載されて

いた「（建）」を消去した当日分の車両のリストを作成し、運輸支局等の登録担

当にＭＯＴＡＳへの入力を依頼するものとする。


